
＜大阪労働局からの通知文＞ 

 
石綿（アスベスト）健康被害救済のための 
「一般拠出金」の申告・納付について 

 
 このたび、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行により、その健

康被害者救済給付の財源の一部を、すべての労災保険適用事業主が負担するこ

ととなりました。 
過去にアスベストの製造販売を行っており、特別事業主と認定された事業主

は「特別拠出金」を負担し、それら以外の事業主は「一般拠出金」を負担する

ことになります。 
 「一般拠出金」につきましては、平成 19年度の年度更新における平成 18 年
度確定分より申告・納付が始まり、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・

納付することになりましたので、一般拠出金の関係事務も、労働保険同様取扱

うこととなりましたのでご承知下さい。 
 なお、一般拠出金の算出方法は下記のとおりです。 
 

記 
○ 一般拠出金の算定方法 

労働者に支払った賃金総額（千円未満切り捨て）×一般拠出金率 
（算定例） 
賃金総額が１千万円の場合→１千万円×０．０５／１０００＝５００円 
 
※料率は業種を問わず一律１０００分の０．０５です。 
・メリット対象事業場についても同じ料率となります。 

 
※一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみとなります。 
また、延納（分割納付）はできません。 
 

 
 






